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２０１５年入札制度改革に関するアンケート調査に関する

調査結果報告 

 

２０１７年（平成２９年）９月１日 

 日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 

 

１ はじめに 

 ２００６年（平成１８年）１２月，全国知事会公共調達に関するプロジェクト

チームは「都道府県の公共調達改革に関する指針（緊急報告）」を取りまとめまし

た。そこでは，（１）可能な限り早期に指名競争入札を廃止し，原則として１００

０万円以上の公共工事を一般競争入札にする，（２）一般競争入札の参加者を地元

業者に限定する場合でも，応札可能者を２０～３０者以上とする，つまり，談合

を防止しつつ，地元の業者をある程度保護するため，制限付き一般競争入札を行

うという方針を打ち出しました。 

 一方，当連合会は，２００１年（平成１３年），２００３年（平成１５年），２

００７年（平成１９年）及び２０１０年（平成２２年）に，全都道府県及び政令

指定都市を対象に，入札制度改革に関するアンケートを実施し，その結果を分析

し公表してきました。 

  そして，２０１５年（平成２７年）７月に，前回のアンケート後の入札制度の

実施状況及び入札制度改革の動向を調査するために，２０１１年度（平成２３年

度）から２０１３年度（平成２５年度）までの制限付き一般競争入札の実施状況

や落札率，新たな入札改革の内容と成果について前回と同内容のアンケート調査

を行いました。 

また，今回の調査では，新たに，不調（入札に応じる業者が皆無である事態）

又は不落（予定価格を下回る価格で応札した業者が皆無である事態）に関する調

査，入札記録の閲覧手続や保存期間に関する調査，入札監視委員会に関する調査

も行いました。 

本調査結果報告は，当連合会が２０１５年に実施したアンケート調査を消費者

問題対策委員会が集計・分析したものです。 

・２０１５年アンケート調査の概要 

調査実施期間：２０１５年７月８日～２０１５年８月２８日 

調査方法：郵送 

調査対象：全都道府県（４７）及び全政令指定都市（２０） 
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回答件数：全都道府県（４７）及び全政令指定都市（２０） 

 

２ 集計表の内容について 

(1) 落札率について 

  落札率は「落札価格÷予定価格」で求められますが，談合が行われれば予定

価格に近い価格で落札することが可能になることから，落札率は談合が行われ

ている可能性を判断する指標になります。一般的に，落札率が１００％に近い

ほど談合が行われている可能性が高いと推認されます。刑事の裁判例でも，落

札率を談合が行われていることを推認させる一事情として取り上げたものがあ

ります（東京高裁判決２００７年（平成１９年）２月２１日（橋梁談合事件等））。 

  また，落札率が低い場合，ダンピングが行われている可能性が考えられます。 

そこで，落札率の分布・変化を調べることは，談合が行われている可能性，

あるいは談合防止策の有効性を判断する上で有用です。また，指名競争入札，

一般競争入札，制限付き一般競争入札に分けることにより，各入札方法で談合

が行われている可能性，談合防止策としての有効性を検討する材料になります。 

(2) 集計表の各項目の解説 

   集計表の各項目の内容は次のとおりです。なお，下記のうち「問１」等の番

号は別紙「質問事項」に対応しています。 

・ 集計表「アンケート問１，２の集計と分析」及び「アンケート問２-２(２)

落札率の分布状況 都道府県別」について 

問 1 制限付き一般競争入札について 

問 1-1：制限付き一般競争入札の実施対象となる予定価格 

  問 1-2：地域制限による制限付き一般競争入札を何区画に分けて実施して 

     いるか 

制限付き一般競争入札であっても，参加業者数を少なくし過ぎた

り区画を細かく分け過ぎたりすると，結局，談合に結び付きやすく

なる可能性が生じます。そこで，制限付き一般競争入札の具体的な

実施状況や制限方法をまとめ，同指針の運用状況を調べるための材

料としています。 

問 2 落札率について 

 問 2-1：平均落札率（％） 

     ２０１１年度（平成２３年度）から２０１３年度（平成２５年度）

まで，各年度ごとに指名競争入札と一般競争入札の別を問わずに，平
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均落札率を算出したものです。 

 問 2-2（1）：平均落札率（％） 

     ２０１１年度（平成２３年度）から２０１３年度（平成２５年

度）まで，各年度ごとに指名競争入札と一般競争入札それぞれに

ついて分けて，平均落札率を算出したものです。 

 問 2-2（2）：落札率の分布状況 

       ２０１１年度（平成２３年度）から２０１３年度（平成２５年

度）まで，各年度ごとに指名競争入札と一般競争入札それぞれに

ついて分けて，落札率の分布状況を都道府県別にグラフにしてい

ます。 

 ＊ 集計表「アンケート問１，２の集計と分析」の分析部分「項目 A～D」に

ついて 

 項目Ａ：２０１３年度（平成２５年度）の全入札数に占める一般競争入札の

割合 

      ２０１３年度（平成２５年度）の全入札数に占める一般競争入札の

割合を，アンケート回答に基づき当連合会が算出したものです。 

 項目Ｂ：指名競争入札・一般競争入札別を分けない場合の９０％以上落札率

割合 

２０１１年度（平成２３年度）から２０１３年度（平成２５年度）

までの指名競争入札と一般競争入札の別を問わない平均落札率につい

て，落札率（落札価格÷予定価格）が９０％以上となる入札の割合を，

アンケート回答に基づき当連合会が算出したものです。 

 項目Ｃ：２０１３年度（平成２５年度）の指名競争入札・一般競争入札別の 

９０％以上落札率割合 

２０１３年度（平成２５年度）の指名競争入札・一般競争入札別を

の平均落札率について，落札率（落札価格÷予定価格）が９０％以上

となる入札の割合を，アンケート回答に基づき当連合会が算出したも

のです。 

  項目Ｄ：２０１３年度（平成２５年度）の７５％以下落札率割合 

２０１３年度（平成２５年度）までの指名競争入札と一般競争入札

の別を問わない平均落札率について，落札率（落札価格÷予定価格）

が７５％以下となる入札の割合を，アンケート回答に基づき当連合会

が算出したものです。 
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・ 集計表「アンケート問３ 都道府県入札制度改革」について 

問 3 入札改革について 

問 3-1：入札改革を行ったか 

問 3-2：入札改革の具体例 

問 3-3：入札改革の実効性 

 

・ 集計表「アンケート問４ 不調・不落」について 

問 4 不調・不落について 

 問 4-1：不調・不落の件数及び割合 

 問 4-2：不調・不落への対応 

 

・ 集計表「アンケート問５ 入札記録の閲覧等」について  

問 5 入札記録の閲覧等について 

 問 5-1 閲覧・謄写手続 

 問 5-2 インターネットによる閲覧の可否 

問 5-3 入札記録の保存期間，入札記録の保存期間の見直しを検討してい 

るか 

 

・ 集計表「アンケート問６ 入札監視委員会」について 

問 6 入札監視委員会について 

 問 6-1 設置の有無 

 問 6-2 委員の人選 

 問 6-3 入札調査の方法 

 問 6-4 制度上の課題 

 

３ 今回の調査結果について 

(1) 制限付き一般競争入札について 

   制限付き一般競争入札は予定価格が何円以上の場合に制限競争入札を実

施しているかとの質問については，１０００万円とする自治体が比較的多数

でした（１４都道府県，８政令指定都市）。一方で原則として一般競争入札

を採用しているとする自治体もありました（６都道府県・１政令指定都市）。 

   地域制限による制限付き一般競争入札で，自治体内を何区画（ブロック）
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に分けて実施したかについては，１０以上の区画に分ける場合があるとする

自治体があります（１６都道府県・１政令指定都市。ただし，区画数が多い

自治体でも自治体内の特別行政区の数に対応している等の事情があると見

られる例もありました。）。 

(2) 落札率について 

公共工事入札の平均落札率を見ると，指名競争入札だけでなく一般競争入

札についても９０％超の自治体が多数を占めました。 

   落札率の分布状況を見ると，落札率が９５％以上に偏る自治体もある一方 

で，８５％未満に偏る自治体もありました。 

(3) 入札改革について 

   ２０１０年度（平成２２年度）以降，新たな入札改革を行ったかとの質問

については，４０都道府県，１９政令指定都市が行ったと回答しました。 

   改革の具体的内容については，一般競争入札の拡大，最低制限価格の見直

しによるダンピング対策，電子入札の実施を挙げた自治体が多数でした。 

   談合防止のためにどのような改革が実効性があると考えるかとの質問に

対しては，一般競争入札の拡大，総合評価方式の拡充，電子入札の実施，予

定価格の事前公表等を挙げる自治体が多数でした。 

   ＴＰＰ協定が締結された場合の対応について検討しているかとの質問に

ついては，検討していないと回答する自治体が大半でした。 

(4) 不落・不調について 

不調（入札時に応札者がない場合）率を見ると，震災による公共工事の急

増という事情を受けてか東日本大震災の被災地域は１０％を超えています

が，震災の影響が余りないと見られる地域でも不調率が高い自治体がありま

した。一方で，不調率が１％を下回るなど極端に低い自治体もありました。 

不調又は不落となった場合の対応については，発注時期，発注ロット，入

札参加資格等を見直した上で再度入札を行うとの回答が多数でした。 

(5) 入札記録の閲覧等について 

   入札記録の保存期間については，５年とする自治体が多数を占めました

（２７都道府県，７政令指定都市）。入札記録の保存期間の見直しについて

は，全ての自治体が検討していないと回答しました。 

   入札記録については全ての自治体がインターネットでの閲覧可能として

いました。また，自治体の担当部署での閲覧を可能としている自治体も多く

ありました。 
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(6) 入札監視委員会（名称が異なる場合はこれに相当する組織）について 

   入札監視委員会の有無について質問したところ，全ての自治体から入札監

視委員会に相当する組織があるとの回答がありました。 

   委員の人選については，学識経験者等を人選しているとの回答が多く，具

体的には大学教授，弁護士，公認会計士，税理士，建築士等が専任されてい

る例が多数でした。 

   入札調査の実施方法については，年に２～４回程度実施して，一定の条件

で抽出された案件について調査・審議するという方法を採っている自治体が

多いようです。 

 

４ 最後に 

 当連合会は，本アンケート結果も踏まえ，談合防止の観点からどのような入札

システムが望ましいのか，これから更に検討を重ねていく予定です。   以上 


